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電力広域的運営推進機関 平成２８年度事業計画 

 

本機関は、国の「電力システムに関する改革方針」（平成２５年４月２日閣

議決定）にて示された第１段階の改革である電気事業の遂行に当たっての広域

的運営を推進することを目的に、電気事業法（以下「法」という。）第２８条

の４に規定する広域的運営推進機関として、平成２７年４月１日に業務を開始

した。 

平成２８年度は、第２段階の改革である電気の小売業への参入の全面自由化

及び関連諸制度がスタートする年であることから、これに対応した基盤整備に

万全を期すとともに、変わらぬ安定供給の確保、再生可能エネルギーの導入拡

大といった電気事業の遂行に当たっての広域的運営に関する社会的要請への

的確な対応をめざし、次の業務を行うこととする。 

 

１．送配電等業務指針の策定及び変更（法第２８条の４０第３号） 

会員その他の電力系統利用者が、送配電等業務指針等のルールに基づき、円

滑に業務を遂行できるよう、理解促進活動、業務実態の把握等を行う。その結

果を踏まえ、更なるルールの見直し要否を継続的に検討する。 

 

２．供給計画の取りまとめ、検討及び経済産業大臣への送付（法第２８条の４０

第４号） 

（１）供給計画の取りまとめ 

平成２８年４月の小売全面自由化に伴う事業類型の見直し（いわゆるライセ

ンス制の導入）により、供給計画が大きく変革する中にあって、本機関は、法

令に基づく電気事業者の供給計画の提出を受け付け、需給バランス評価、流通

設備形成計画、広域運営の状況等の取りまとめを的確に行う。また、取りまと

めた供給計画は、必要に応じ意見を付して平成２８年６月末までに経済産業大

臣に送付する。 

 

（２）需要想定に関する業務 

会員が行う需要想定が適切かつ円滑に行われるようにするため、想定の前提

となる全国経済見通しを策定する。また、一般送配電事業者たる会員から提出

された供給区域ごとの需要想定を基に、全国の需要想定を策定する。前者は平

成２８年１１月末まで、後者は供給区域ごとの需要想定と一緒に平成２９年  

１月末までに会員に通知するとともに公表する。 
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３．入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用す

る者を募集する業務その他の発電用の電気工作物の設置を促進するための業

務（法第２８条の４０第５号） 

電源入札等の実施要否の判断に資するため、有識者による委員会を設置し、

供給計画のとりまとめ結果に基づく需給バランスの評価、潜在的な供給力の動

向、電力市場の活性化度合い、中長期的な需要動向等を踏まえた総合的な検討

を行う。 

検討の結果、電源入札等が必要と認められるときは、業務規程に従って供給

力の確保に向けた取り組みを進める。 

 

４．送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整（法第２８条の４０第８号） 

（１）広域系統長期方針及び広域系統整備計画 

本機関は、電力の広域運用の観点から、将来の広域連系系統に係る合理的な

設備形成に関し積極的な機能を果たすため、広域連系系統の長期方針の策定を

進めるとともに、広域系統整備計画を策定する。そのために、広域系統整備委

員会において、引き続き検討を進める。 

広域連系系統の長期方針の策定に当たっては、全国大での広域連系系統の整

備及び更新に関する方向性を整理した長期方針（広域系統長期方針）の策定に

向け、平成２７年度に長期方針の策定の方向性等を整理した基本方針を取りま

とめた。平成２８年度は、取りまとめた方向性に沿って、引き続き、中長期的

な需給見通し、新規電源計画、再生可能エネルギーの導入状況、設備の経年情

報等を踏まえた検討を進め、広域系統長期方針について、本年度中の取りまと

めを目指す。 

また、広域系統整備計画については、連系線等の利用状況や電気供給事業者

からの提起等により、広域運用の観点からの広域連系系統の整備に関する検討

が必要であると認めたとき、又は国からの検討要請があったときは、個別具体

的な増強の必要性、事業実施主体、費用分担等について検討を行い、その策定

を行う。 

なお、平成２７年４月に検討を開始し平成２７年９月に基本要件を決定した、

東京中部間連系設備及び東北東京間連系線に係る広域系統整備の検討につい

ては、引き続き、実施案及び事業実施主体並びに費用負担割合の検討を継続す

る。これを踏まえて本機関は、個別の広域系統整備計画として、東京中部間連

系設備については平成２８年６月、東北東京間連系線については平成２８年 

１０月を目途に広域系統整備計画を策定する。また、中国九州間連系線に係る

計画策定プロセスについて、長期方針の検討状況を踏まえつつ検討を進める。 
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（２）系統アクセスの受付 

関係事業者との利害関係がない中立的な立場から、発電設備等の系統連系を

希望する者（連系希望者）からの事前相談及び接続検討に関する申込みの受付、

検討結果の確認、検証及び回答等の業務を適切に行う。業務遂行に当たっては、

連系希望者への丁寧な対応及び適切な情報提供を行い、一般送配電事業者とと

もに系統アクセス業務の改善を図る。 

また、連系希望者の費用負担低減と効率的な設備形成の両立のため、複数の

連系希望者により工事費負担金を共同負担して系統増強を行う手続（電源接続

案件募集プロセス）の円滑な推進を図る。 

さらに、大型電源リプレース時の系統連系募集プロセスについては、円滑な

業務遂行のため募集要領の作成準備などを進める。 

 

（３）調整力のあり方の検討 

長年にわたり見直されていない、需給バランス調整及び周波数制御に必要な

調整力のあり方について、引き続き検討を進める。具体的には、需要想定誤差

や再生可能エネルギー電源の出力想定誤差に起因する需給のインバランス実

績データを収集、分析するとともに、小売全面自由化、再生可能エネルギーの

導入増加等の環境変化、並びに大規模災害など稀頻度事故時の対応を勘案し、

調整力の必要量等を明らかにすることをめざす。 

 

（４）地域間連系線の管理 

電力の広域運用の推進のため、広域的な電力取引に係る連絡調整、長期的な

容量確保及び混雑処理を含む地域間連系線の管理を行う。 

連系線の運用容量及びマージンについて、事務局が実施する検討会等での議

論及び意見募集の結果等を踏まえ、算出、公表する。 

また、前年度に認定した連系線の長期的な容量確保に係る契約及び連系線利

用計画について、その妥当性を審査し、各事業者に対して計画と実績の乖離状

況等を通知するとともに、必要な指導等を行うことにより、連系線の適正な利

用について、会員の意識向上を図る。 

さらに、新たに導入した広域機関システムを活用し、業務の効率化、系統利

用者の利便性向上に取り組む。 

 

（５）作業停止計画の調整 

会員等が提出する点検・修繕等の作業を実施するための流通設備及び発電設

備の停止に関する計画（作業停止計画）の調整を行い、広域連系系統の作業停

止計画を取りまとめる。 



4 

調整及び取りまとめに当たっては、新たに導入した広域機関システムを活用

し関係事業者との情報共有を図るとともに、電力設備の保全、作業員の安全確

保その他の送配電等業務指針に定める事項を考慮の上、系統を維持及び運用す

る一般送配電事業者及び連系線利用者や発電事業者と適切に連携する。 

 

（６）需要者スイッチング支援 

小売電気事業者と一般送配電事業者間の託送契約の変更手続き等を円滑化

するための「スイッチング支援システム」の運用・保守を実施する。 

また、広域機関発足後に立ち上げた「スイッチング支援に関する実務者会議」

の成果を引き継ぎ、全面自由化開始時から運用されるスイッチング支援システ

ムの運用上の改善点、追加の機能・運用ルール等を検討するため「スイッチン

グ支援システム運用に関する実務者会議」（仮称）を定期的に開催し、議論の

概要及び取りまとめ結果を公表する。 

 

（７）情報通信技術の活用支援 

会員その他の送電系統を利用する者が、情報通信技術を活用して相互に、

又は本機関との間で電子情報を交換するための標準規格について、事業者の

業務状況等を踏まえ、必要な見直しを行う。 

また、会員等が、適切なサイバーセキュリティ対策を実施できるようにする

ため、国等の情報セキュリティガイドラインの内容を踏まえ、必要に応じ上記

標準規格の見直し、普及啓発活動等を行うほか、機関外でのサイバー攻撃被害

や情報漏えい事案に関わる情報システムの脆弱性等について、適宜会員等に対

し情報提供を行い、会員等の取り組みを促す。 

 

（８）系統情報の公表 

系統運用の透明性確保のため、国が定める「系統情報の公表の考え方」に則

り、地域間連系線及び全国の電力需給に関する情報等をウェブサイト上で公表

する。 

また、新たに導入した広域機関システムにより、広域連系系統の詳細な情報

を収集することが可能となるため、これを用いて公表内容の一層の充実を図る。 

 

（９）業務品質の向上 

本機関は、シミュレーション解析ツールを利用し、自ら潮流の解析を行うこ

とを通じて、広域系統整備計画の策定、系統アクセス検討結果の検証、及び地

域間連系線の管理等の業務品質の向上に努める。 
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（１０）システム開発の円滑な実施 

広域機関システム及びスイッチング支援システムの安定稼働に努めるとと

もに、次年度以降の制度変更に遅滞なく対応できるようシステム変更等の対応

準備を進める。 

 

５．電気の需給の状況の監視（法第２８条の４０第１号） 

広域機関システムを通じて会員から提出される各種計画、供給区域ごとの需

要や連系線の潮流及び供給力（主要発電所の稼働及び停止状況を含む。）等の

データにより、会員が営む電気事業に係る電気の需給状況を監視する。 

なお、広域機関システムの本格稼働に対応するとともに、一般送配電事業者

をはじめとする関係事業者とより綿密な連携を図るため、広域運用センターの

当直体制を１班につき２名から４名に増員する。 

 

６．需給の状況が悪化した場合等における会員への指示（法第２８条の４０第

２号） 

災害や電源トラブル等においても安定供給を確保するため、会員の電気の需

給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合は、会員に対して、電気の

需給の状況を改善するために必要な指示を行う。 

指示に当たっては、いわゆるライセンス制の導入により新たな発電事業者が

会員となること及び卸電力取引市場において１時間前市場が開設されること

を踏まえた業務フローを整備し、広域機関システムを活用して迅速に対応する。 

また、再生可能エネルギーの導入増加等により、供給区域において下げ調整

力が不足し、一般送配電事業者による再生可能エネルギーの出力抑制が行われ

たときは、当該出力抑制が適切であったかどうかを事後検証し、結果を公表す

る。 

 

７．電気供給事業者からの苦情又は相談の対応及び紛争の解決（法第２８条の

４０第７号） 

（１）苦情又は相談の対応 

電気供給事業者から、送配電等業務その他本機関の業務に関する苦情の申出

又は相談を受けたときは、その内容に応じて、回答その他の初動措置を速やか

に行う。 

初動措置では解決できず、更なる対応が必要な案件については、和解の仲介

（あっせん・調停）、電気供給事業者に対する指導又は勧告等、必要な措置を

講じ、問題の解決に努める。 

また、会員その他の電力系統利用者の、送配電等業務指針等のルールに基づ
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く業務の改善のため、苦情の申出又は相談の内容を定期的に取りまとめ、調査、

検討を行うと共に、本機関のウェブサイトで公表し、広く周知する。 

 

（２）紛争の解決 

送配電等業務に関する電気供給事業者間の紛争を解決するため、裁判外紛争

解決手続の利用の促進に関する法律（平成１６年法律第１５１号）に基づく認

証を受けた紛争解決機関として、本機関の役職員以外の学識経験者及び弁護士

等で構成する紛争解決パネルを設置し、和解の仲介（あっせん・調停）の業務

を行う。 

 

８．電気供給事業者に対する指導、勧告等（法第２８条の４０第６号） 

送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要と認

めるときは、業務規程に基づき、電気供給事業者に対する指導又は勧告を行う。 

 

９．前１.～８.の附帯業務（法第２８条の４０第９号） 

（１）報告書の作成及び公表 

業務規程に基づき、電力需給の状況（供給区域ごとの周波数変動、電圧変動、

停電状況、リスク要因等）、系統利用及び系統アクセスに関する実績、中長期

の電力需給や系統整備に関する見通し（発電設備の系統連系制約の改善の見通

しを含む。）及び課題等に関する報告書を取りまとめ公表する。 

 

（２）調査及び研究 

調整力等に関する委員会や広域系統整備委員会の検討に資する事項の調査、

第３段階の改革に伴う制度変更に対応するための調査、その他内外の電気事業

に関する技術動向、制度政策、電力需給のリスク分析等に関する調査及び研究

を行う。 

 

（３）災害等への対応  

大規模な天災地変その他これに準ずる事由により、電力設備に重大な被害が

発生した場合等の緊急時において、会員が協調復旧等に取り組むことができる

よう、災害対策基本法に基づく指定公共機関として、防災業務計画に基づき、

緊急連絡体制及び災害対応態勢の構築、国や関係機関に対する必要な非常時の

情報提供等を行うほか、年１回以上、会員及び関係機関の協力を得て災害対応

訓練を実施する。 
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また、本機関の拠点が被災した場合に備えて、内閣府「事業継続ガイドラ

イン」に従い策定した事業継続計画（ＢＣＰ）について、計画の実効性を高

めるための見直しの要否を継続的に検討する。 

さらに、本機関が、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び武力攻撃事態

等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく指定公共機関であ

ることを踏まえ、それぞれ策定した業務計画に基づき、必要な対応を行う。 

 

１０．本機関の目的を達するために必要な業務（法２８条の４０第１０号） 

（１）広報 

本機関の業務の透明性を高めるため、及び会員その他の電気供給事業者の利

便性向上に資するため、本機関の業務及び電気事業の遂行に当たっての広域的

運営に関する広報の充実強化に努める。 

具体的には、需給状況悪化時の会員への指示など本機関が実施した業務につ

いて速やかに公表するほか、本機関において開催する理事会、評議員会、委員

会等の議案及び議事概要を原則として公表する。また、ウェブサイト等を活用

し、本機関の業務を分かりやすく紹介する。 

 

（２）情報システムのセキュリティ対策 

本機関が保守・運営する各種情報システムのサイバーセキュリティ対策に万

全を期す。具体的には、コンピュータウィルス対策、不正アクセス対策、脆弱

性対策等のシステム対策を遺漏なく行うほか、第三者による情報セキュリティ

監査及び役職員への情報セキュリティ教育を実施する。 

 

（３）バックアップ拠点の確保・維持 

災害等により、東京の本拠点が使用不能となるような万一の場合に備え、大

阪に構築したバックアップ運用拠点において系統監視等の重要業務が確実に

遂行できるよう、システムの稼働確認及び職員の対応訓練を実施する。 

 

（４）職員の確保・育成 

本機関の的確な業務遂行に必要な要員を常時確保しつつ、中長期的に職員の

プロパー比率を高めるため、専門的知見を有する人材の中途採用及び将来性あ

る新卒者の採用に向けた活動を進める。 

職員の育成については、ＯＪＴを基本としつつ、採用時研修、内部・外部研

修、自己啓発支援等を実施し、業務遂行に必要な知識付与、能力向上を図る。 


